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情報提供活動に関するお願い 
医療の質向上のための薬剤情報提供ほか、日頃のご支援を頂きありがとうございます。 
製薬企業関係者の皆様におかれましては新型コロナウイルス感染症対応のため、訪問自粛及びWEB

等による医薬品情報提供をお願いしておりますが、必要な情報提供がなされない状況が一部発生して
おります。現在の状況を踏まえ情報提供を確実に実施して頂きたく 4 点お願いがございます。円滑な
連絡体制のため、ご理解とご協力の程よろしくお願いいたします。 

 
＜1点目：情報提供の徹底について＞ 
緊急性の高いものは架電にて薬剤科長及び医薬品情報室へご連絡頂きますようお願いいたします。 
緊急性の高い情報⇒架電連絡 (要時WEB 面談) 
・緊急安全性情報、安全性速報、適正使用に関するお知らせ、販売中止、供給停止、出荷調整 等 

緊急性が低い情報⇒Pr.JOY メッセージ、電子メール、ダイレクトメール 等 (要時WEB 面談) 
・添付文書改訂、包装/販売名変更、販売移管、製造販売承認取得/薬価収載、講演会案内 等 

WEB 面談は随時対応させて頂いております。Pr.JOY 面会リクエスト又は電子メールにて「DI 室」宛
にご連絡頂けますと幸いです。 

 
＜2点目：担当交代の徹底について＞ 

訪問自粛継続をお願いしていることもあり、担当交代のご連絡を頂けないケースが散見されており
ます。担当交代の際は、Pr.JOYで担当者様の変更作業を実施していただいた上、一報ご連絡を頂きま
すようお願いいたします。Pr.JOYに登録されていない企業様は電子メールにて一報ご連絡をお願いい
たします。なお、いずれの場合も名刺を郵送にて「DI 室」宛にお送り頂きますようお願いいたします。 

 
＜3点目：担当薬登録について (Pr.JOY登録企業の担当者のみ)＞ 

担当薬や分野・領域などの記載のない方につきましては、Pr.JOYにございます「担当薬剤」の項目
に、ご自身の担当薬をご登録頂きますようお願いいたします。 

 
＜4点目：訪問ルールの徹底について＞ 

入退館記録なく訪問をされている製薬企業関係者の方が散見されます。当院では製薬企業関係者の
皆さまには訪問自粛(不要不急な訪問禁止)をお願いしております。引き続き原則WEB 等を用いた情報
提供にご協力をお願いいたします。訪問が必要な場合は「地下 1 階防災センター」にて来訪者受付、入
館証を借り受けた上で入館して下さい。その後防災センター横「地下 1 階エレベーターホール」に設
置されている Pr.JOY 入退館管理機器にて必ず入館手続きを行って下さい。Pr.JOY に登録されていな
い企業関係者の皆さまは、必ず薬剤科訪問簿への記帳をお願いいたします。 


